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• 「本県の財政状況は、これまで一般財源収入として活用してきた臨時収入の皆減、公債費
や社会保障関係経費等の義務的経費の大幅な増加など、歳入歳出の両面で、例年以上
に厳しく、極めて深刻な状況にあります。」（28年2月18日全員協議会『第二次三重県行財
政改革取組』） 

• 「本県の財政状況は、歳出面では、人件費において高齢層職員の割合が多くなっており、
退職手当が200億円を超える高い水準であることや、社会保障関係経費が医療・介護の自
然増等により毎年10億円程度ずつ増加していることに加え、公債費が今後の県債償還の
ピークに向けて毎年40億円程度ずつ増加しております。また、歳入面では、住宅供給公社
清算金収入20億円が皆減となるなど、これまで活用してきた臨時収入が活用できなくなる
ことなどにより、厳しさを増しています。 

    こうした中で、平成28年度当初予算の要求状況公表時には247億円の財源不足がありま
したが、歳出面では、税収関連交付金の減や大規模臨時的経費の先送り、社会保障関係
経費の精査により143億円を削減し、歳入面において、本県の要望していた退職手当債の
制度延長や財政調整基金の取崩しの追加、地方交付税の精査などにより財源の確保を
図ったところです。   （中略） 

    しかしながら、人事委員会勧告の影響が平成27年度と合わせて81億円あったことや、退
職手当債制度が延長されたものの、制度自体は縮減されるなど、臨時収入にも限りが生じ
たことから、企業会計の経営に影響を与えないギリギリの判断として、水道事業会計、電気
事業会計を合わせて55億円の借入れを行うこととしたものです。」（平成28年2月25日代表
質問知事答弁） 

 本県財政の現状 ⑥これまでの議論の経緯 
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 本県財政の現状 （参考資料） 
   平成28年度当初予算編成における財源不足の状況 

Ⅰ 要求状況公表時点（12月7日）の財源不足額 247 億円 ①

【歳入】 （一般財源ベース）
要求時点から

の増減
（単位：億円）

 （１）地方一般財源収入（県税収入、地方交付税等） ▲ 29

 （２）財政調整基金の活用 26

 （３）退職手当債の発行 50

 （４）行革債、宝くじ収入等 2

 （５）電気事業会計・水道事業会計からの繰入 55

歳入の増 計 104 億円 ②

【歳出】 （一般財源ベース）

 （１）歳出の査定・調整による減 ▲ 143
 （増減の主なもの）

歳出の減 計 ▲ 143 億円 ③

 Ⅱ 歳入歳出の対策計 （②－③） 247 億円 ④

財 源 不 足 額   （①－④） 0 億円

・県税収入等の減に伴う税収関連交付金等の減：▲67
・大規模臨時的経費における経費の一部先送り及び特財の活用：▲41
・県債管理基金の積立調整による公債費の減：▲20
・公共事業費の減：▲19（うち▲6は国費獲得による減）
・社会保障関係経費の精査：▲13
・地方創生関係の交付金の活用：▲6
・人事委員会勧告に基づく給与改定による人件費の増：＋41 など
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（2月18日全員協議会知事説明） 
 「試算上は、投資的経費や一般行政経費といったいわゆる裁量的経費を 
 コントロールするという前提を置いていますが、歳出全般についても見直 
 していく必要があると考えております。 
   いずれにいたしましても、歳入・歳出両面から今後どのような手段が必 
 要なのか検討を行っていきます。」 

 
 

⇒歳入 

 

 

⇒歳出 

 

 

 

 

２．三重県財政の現状に対する課題認識（総論）   

歳入確保における従来の取組をより効果的に進める方策とともに、新
たな歳入財源の確保策について、幅広い視点から検討していきます。 

人件費、公債費、社会保障関係費、投資的経費、補助費等のいずれ
についても、現状の課題をしっかりと洗い出したうえで、幅広い視点か
ら、財政健全化に向けた効果的な方策を検討していきます。 
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３．歳入 
 歳入 ①三重県行財政改革取組における歳入確保の取組(1) 

①税収確保対策 
 個人住民税の徴収対策の促進 
   ・H26年５月に県内全市町が一斉に特別徴収義務者の指定を徹底し、その徹底を27年

度も継続して行いました。これにより、特別徴収の割合が、H21年度の取組開始時か
ら21.9ポイント増加の87.9%（全国２位）となりました。 

 市町と連携したより効果的な徴収方策や徴収対策の検討 
  ・三重地方税管理回収機構による滞納整理拡充事業（個人住民税及び少額滞納事案

の受け入れ）がH27年４月から開始され、機構での徴収額及び市町から機構への移
管に際し市町へ納付された個人住民税の納付額の合計額が約４億７千万（11月末時
点）となりました。 

 県民が納税しやすい環境の整備 
  ・H26年度から、クレジットカード納税の支払専用サイトをオープンし、インター

ネットからのクレジットカード納税を実施しました。H26年度実績で7,375件（約３
億円）、H27年度実績で12,571件（約５億１千万円）となりました。 
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 歳入 ②三重県行財政改革取組における歳入確保の取組(2) 

②新たな財源確保対策 
 ネーミングライツの導入 
   ・三重県営スポーツガーデン（「三重交通G スポーツの杜 鈴鹿」）及び三重県営総合競技場（「三重交

通G スポーツの杜 伊勢」）にH26年10月1日から導入した結果、1施設あたり年間500万円（2施設計

1,000万円）の財源確保を図りました。 

 公用車への広告掲載 
  ・H24年度から事業を開始し、本庁及び地域庁舎で公募に基づく広告掲出がなされ、新たな財源

確保が図れました。 

 県行造林におけるオフセット・クレジット制度の導入 
  ・H24年11月に開始して以来、県行造林が吸収するＣＯ2について、企業等へ販売してきました。 

 新たな税の検討 
  ・平成26年4月から「みえ森と緑の県民税」を導入し、H28年度税収は10.5億円を見込んでいま

す。 

 ふるさと納税の推進 
  ・各種広報媒体の活用、インターネットによる寄附システムの導入、伊勢志摩サミットを寄附項

目に追加したこと等により、H27実績で件数が411件、金額が33,951千円となり、件数・金額と

もに今までで最も多くなりました。 
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 歳入 ③三重県行財政改革取組における歳入確保の取組(3) 

③県有財産の有効活用と長寿命化 
  未利用の県有財産の積極的な売却と有効活用 

  ・未利用の県有財産の売却については、インターネットオークション（一

般競争入札等）を活用するなど積極的に取り組みました。 

  ・適正な財産管理と個別財産の利活用については、財産の自己点検要領を
策定し、各所属において財産の自己点検を実施しました。課題を有する
財産（個別財産）については、利活用の検討及び利活用計画の策定を行
いました。 

  ・県民ホールの広告については、随時募集により追加掲出を行いました。 
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 歳入 ④三重県行財政改革取組における歳入確保の取組(4) 

④県債発行の抑制と予算編成プロセスの見直し 
 最適な資金調達先の組み合わせ及び発行要件の検討 

   ・最適な資金調達先の組み合わせ及び発行要件を実現するため、資金調達先の多

様化、発行条件・発行年限など条件のバリエーションを検討しながら、県債を発行
しています。 

    ・県債発行において、５年以下の金利が低水準であったため、５年債を発行し、公
債費の抑制を図りました。 
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 歳入 ⑤現状に対する課題認識 

①県税収入の確保 
  県税収入確保のためには、民間の自律的な経済活動を促し、税収基
盤を強化させていく必要があります。ただし、普通交付税の交付団体で
ある本県では、歳入増に一定の制約がかかります。 
 また、納付を確実なものとすることは、歳入確保の取組みとして重要で
あることから、納税者の利便性の向上を図るなどの取組を引き続き進め
る必要があります。 

②県有財産の利活用 
 未利用財産は、H24年度と比較し、平成27年度（H28.1月末）では増加
しています。より効果的な売却・貸付により、歳入確保につなげていく必
要があります。 

③多様な財源確保 
 これまで取り組んできたもののうち、相当の効果があったと認められる
ものについては、引き続き取組を進める必要があります。そのうえで、さ
らなる歳入確保を図るためには、新たな自主財源の確保に努めていく必
要があります。 

④県債の発行抑制 
 公債費は、今後の県債の償還ピークに向けて、さらに増加する見込み
です。公債費負担の軽減のため、単年度の元利償還金の抑制に努めて
いく必要があります。 
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 （１）公債費・投資的経費 ③投資的経費の状況 
投資的経費の状況（Ｈ１２～１６年度平均とＨ２２～２６年度平均と比較） 

投資的経費の大宗を占める土木費及び農林水産業費の普通建設事業費は、直近５年間（平成２２～２６年
度）と平成１２～１６年度を比べた場合、全国平均より減少率が小さくなっている。 

H12～H16 
平均 

H22～H26 
平均 

増減率
（％） 

全国平均 
（％） 全国順位 

普通建設
事業（土木
費） 

1,099 694 ▲36.9 ▲43.0 37位 

普通建設
事業（農林
水産業費） 

462 247 ▲46.5 ▲51.3 37位 

※全国順位は、増減率の大きいほうから順位付け。 
※普通交付税の算定項目の一つである「地域の元気創造事業費」において、行革努力の指標として「地
方債現在高削減率」が用いられているが、当該削減率は、全国数値がピーク時であった5年間（平成12
年～16年度）の平均と直近5年間の平均により算定されており、この考え方を参考とした。（地方債現在
高からは、臨時財政対策債、災害復旧事業債等は除外されている。） 

（億円） 
減少率が全国平均を
下回る 
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（平成28年2月25日代表質問知事答弁） 

• 「本県は地方交付税の交付団体である以上、歳入に一定の
制約がかかるため、そうした制約の範囲内の歳出規模とせ
ざるを得ず、そのためには来年度以降、歳出全般について
の様々な見直しなど、持続可能な財政運営に向けて、覚悟
を持って進めていかなければならないと考えています。 

•  特に、平成23年度に発生した紀伊半島大水害や24年度に
発生した台風17号等の被害に対する災害復旧事業に加え、
リーマンショック以降の国の経済対策への対応や、三重県
総合博物館（MieMu）の整備費用などのために県債を発行
し、その償還が順次開始されるなどの要因で、公債費が今
後の県債の償還ピークに向けて、さらに増加する見込みで
あり、県債発行を抑制し、公債費負担を如何に減らしていく
かが財政運営上の大きな課題であります。」 

 （１）公債費・投資的経費 ⑤これまでの議論の経緯(1) 
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（平成28年3月7日予算決算常任委員会総括質疑知事答弁） 

• 従って、裁量的経費以外の経費についても何らかの対応を
とっていかないといけません。 

• 投資的経費について、県債残高の抑制を図っていくものの、
償還までの据置期間が３年間あったりするので、効果の発
現には時間がかかるだろうと考えています。 

• そのような中、例えば、マイナス金利である状況を利用して、
県債の償還年限をできる限り長くすることで、毎年の償還の
インパクトを減らしていく方法であるとか、時間外の抑制や組
織のスリム化により総人件費の抑制を図っていくなどを含
め、あらゆる手法を考えております。」 

 （１）公債費・投資的経費 ⑥これまでの議論の経緯(2) 
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• 投資的経費のあり方を考えるにあたっては、公債費が
今後の県債の償還ピークに向けて増加する見込みであ
る中で、公債費負担を如何に減らしていくかが財政運営
上の大きな課題であることを踏まえる必要があります。 

• そのうえで、起債運営にあたっては、単年度の元金償還
負担を圧縮するために、償還期間を延ばすことを検討
する必要があります。 

 （１）公債費・投資的経費 ⑦現状に対する課題認識 
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 （２）補助費等 ①補助費等の推移 
補助費等（一般財源等充当額）の推移 

補助費等に充当した一般財源等の額は、増加傾向である。年度により変動はあるものの、市町村に対する
もの及びその他に対するものが増加している。ただし、一般財源等を充当した経費には、国庫補助事業の
地方負担分（いわゆる補助裏）と単独事業分があることに留意する必要がある。 

その他に対するもの 
611  

632  

509  

520  

682  

市町村に対するもの 
511  

521  

676  

716  

601  

国・同級他団体に対するもの 
26  

27  

32  

31  

31  

1,147  

1,180  

1,217  

1,268  

1,314  

ｈ22 

ｈ23 

ｈ24 

ｈ25 

ｈ26 

（億円） 

21 



（平成28年度当初予算調整方針） 

 県単独補助（負担）金については、社会経済情勢の変化、官と民、県と市
町の役割分担、事業効果、補助率の適正化、公平性等の観点から抜本的
な見直しを行うこととし、厳しい財政状況も踏まえ、補助制度創設時における
意義が薄れたものや補助実績の低調なもの、少額補助金などについて、思
い切った廃止、統合、縮小等を進め、行政のスリム化を図ること。 
 

（平成16年1月 財政問題検討会報告「危機的な財政の健全化に向け
て」） 

【県単独補助金 見直し対象事業】 

 ・終期設定がない補助事業 

 ・補助率１／２を超える高率補助金 

 ・補助額1,000千円未満の零細補助金 

 ・市町村に対する交付税措置と重複している補助金 

 ・国庫補助事業に対する県単上乗せ補助金 

 ・県の補助額以上の繰越額、剰余金のある団体への補助金 

 （２）補助費等 ②県単独補助金のこれまでの見直し 
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（平成16年1月 財政問題検討会報告「危機的な財政の健全化に 
 向けて」 つづき） 
 
【今後の県単独補助金創設にあたっての全庁的統一ルール案】 
 ・終期設定（原則３年以内）がなされており、かつ毎年度の達成目 
  標が明らかになっていること 
 ・補助率は、原則として１／２以内とすること 
 ・国庫補助事業に対する県の上乗せ補助でないこと 
 ・新たな補助制度の創設にあたって、既存の補助制度の廃止がなさ 
  れていること 
 ・補助対象経費が市町村の基準財政需要額に算入されていないこと 
 ・１市町村あたり補助額が1,000千円以上であること 
 ・団体の収支上、県の補助が必要不可欠であること 
  （県の補助額以上の剰余金等が発生していないこと） 
 
【その他】 
 ・市町村の財政力も勘案した補助率の設定 
 ・市町村に対する補助制度の押しつけの禁止  
 ・特定団体に対する長期にわたる補助金の再評価 等 
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• 平成20年度決算と平成25年度決算を比較すると、本県の
「補助費等」の一般財源に占める割合は、平成20年度は
19.1％（うち市町に対するものは5.9％）、平成25年度は
21.2％（うち市町に対するものは9.7％）と増加しています。 

• 負担金、補助交付金のうち、法令で義務付けられたものにつ
いては、裁量の余地がありませんが、県単独補助金につい
ては、県と市町、団体等それぞれの責務や役割分担を踏ま
えたうえで、常にそのあり方を見直す必要があります。 

• また、現行の補助制度について、制度創設時には一定の行
政ニーズがあったとしても、その後、制度の意義が薄れてき
たり（＝当初の目的はある程度達せられた）、補助実績が低
調なもの（＝ニーズがなく活用されていない）などについて
は、廃止・縮小・統合を進めていくことを徹底する必要があり
ます。 

• 市町を対象とする国庫支出金や交付税措置と重複する県単
補助金がないか、点検する必要があります。 

 

 （２）補助費等 ③現状に対する課題認識 
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• 社会保障関係経費は、医療費や介護給付費の自然増
により増加傾向にあり、高齢化の進展により今後も増加
が見込まれます。 

 

• 社会保障関係経費は、法令で義務づけられたものが多
く、そうしたものは県の裁量の余地がないという点にも
留意しつつ、国の動向や社会経済情勢などの推移を見
据えながら、県の役割や給付の水準と範囲が適正であ
るかなどについて、常に考慮していく必要があります。 

 （３）社会保障関係経費 ③現状に対する課題認識 
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• 本県では、三重県行財政改革取組の期間中（平成24年
度～平成27年度）、給料表の引下げ等を内容とする給
与制度の総合的な見直しを実施したことなどの結果、総
人件費の抑制につながりました。 

• 第二次三重県行財政改革取組（平成28年３月）におい
ては、 「業務運営方法の改善や民間活力の導入促進
等の既存事業の見直しを通じて、総人件費の抑制を図
りながら、効率的で機動的な業務遂行が可能となる組
織体制・運営や弾力的な勤務形態のあり方などについ
て検討を進めます」としてます。 

• 人件費は、歳出総額の約３割、一般財源総額の約４割
を占めるとともに、義務的経費の中でも最も割合が大き
いことからも、引き続きその動向に留意する必要があり
ます。 
 

 （４）人件費 ②現状に対する課題認識 
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• 物件費などの経費について、ワーキングメンバーからの
各自提案等も含め、幅広に検討します。 

 
 
 
 
 

 

 （５）その他の経費 
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• 大規模臨時的経費は、高止まりの傾向にあり、そのあり

方について点検する必要があります。 

 予算要求区分のあり方 ②現状に対する課題認識 

32 


